
申請マニュアル

もりおか企業エネルギーサポート給付金事務局

◆もりおか企業エネルギーサポート給付金に関するお問い合わせ先

〒020-8778
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎内
ＭＡＩＬ ：info@morioka-enesapo.jp
ＴＥＬ ：０１９-６81-7061
FAX ：019-681-7063
受付時間…平日９：００～１７：００
・令和4年8月8日(月)～9月2日(金)の期間は20:00まで受付を行います。
・受付時間外，土日祝日の問い合わせはご遠慮ください。
・感染症予防のため，窓口での長時間の相談はご遠慮いただいております。

特設サイトはコチラ！

申請に当たっての注意点
○本申請マニュアルは，盛岡市が行う「もりおか企業エネルギーサポート給付金事業」に申請する方向けのマ

ニュアルになります。
○申請に当たっては，本マニュアルに記載の内容をご確認・ご理解いただいた上で，申請の手続きを適切に

行っていただくようお願いします。

●申請受付期間 令和４年８月８日（月）から令和４年10月7日（金）まで

●※申請書類は【申請フォーム】【郵送】【FAX】で提出してください。
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マニュアル確認箇所フローチャート
はじめに，下記のフローチャートの設問に回答し、ご自身が、もりおか企業エネルギーサポート給付金の支給対

象外となっていないか、また、本マニュアルにおいて確認が必要となるページ番号について確認を行います。

開 始

中小企業者である

盛岡市内に本社（住民票）を有する

今後も盛岡市内で事業を継続する意思がある

直近の法人税確定申告、所得税申告又は
市県民税申告を行っている

法人税法第２条第5項に規定する公共法人ではない

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する
性風俗関連特殊営業を行っていない

政治資金規正法第３条第１項に規定する政治団体でない

宗教法人法第２条に規定する宗教法人ではない

申請者が暴力団、暴力団員又は
暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す者ではない

令和４年１月から６月までの任意の月における燃料費及び
公共料金の合計額が令和３年の同月における燃料費及び
公共料金の合計額と比較して既定の金額分増加している

もりおか企業エネルギーサポート給付金
支給対象

も
り
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か
企
業
エ
ネ
ル
ギ
ー
サ
ポ
ー
ト
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付
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支
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全ての項目に該当
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給付金支給までのフロー
もりおか企業エネルギーサポート給付金の申請から着金までの流れは、次のとおりとなります。

給付金の支給までには最短で【オンライン申請】の場合4週間程度、【郵送・ＦＡＸ】での申請の場合は５週間
程度お時間をいただきます。予めご了承ください。

表１ 給付金支給までのフロー

給付金支給までに行う審査の概要
（※１） 申請書類審査
申請された書類に不備（記載漏れや誤記載）がないか、申請書類はすべてそろっているかなど
申請における事務的な書類確認を行います。

（※２） 申請内容審査
ア・企業内容照会
申請事業者が本申請において対象外となっている団体ではないか照会を行います。
イ・申請内容審査
支給対象事業者に合致しているか、申請額は適切か申請内容についての審査を行います。

補足事項
①申請に不備等がある場合は、事務局より架電や訪問をし、確認をさせて頂く場合が御座います。
②申請に不備等がある場合給付金の支給が遅くなる場合が御座います。
③審査において要件を満たせない場合や虚偽申請事業者と判断された場合、加えて給付金支給
の対象外の事業者と判断された事業者（例：暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に抵触しているなど）に対しては「不支給通知書」を発送し、給付金お振込みは行いません。

（※１）

（※２）
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２ 支給の対象となる事業者

１ 目的

表１ 本事業において給付の対象となる中小企業者の範囲

※ 医療法人及び社会福祉法人は、「③ サービス業（⑥を除く。）」に該当するものとする。

※ ただし、下記のいずれかに該当する者は、「みなし大企業」として対象外とする。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている

エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア～ウに該当する中小企業者が所有している

オ ア～ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている

カ 直近過去３年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中で、燃料費の高騰や公共料金（電気）の値

上げの影響を受けている中小企業者等の事業継続を緊急的に支援する事を目的とする。

(1)下記の表１の「業種」の区分ごとに示す「資本金の額又は出資の総額」若しくは「常時使用する従業員

」の基準を満たす法人又は事業を営む個人であること。
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(5) 直近の法人税の確定申告又は所得税の市県民税申告を行っていること。

(6) 法人税法（昭和40年法律第34号）第２条第５号に規定する公共法人でないこと。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第 122号）第２条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者であること。

(8) 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第３条第１項に規定する政治団体でないこと。

(9) 宗教法人法（昭和26年法律第126号）第２条に規定する宗教法人でないこと。

(10)店舗等の営業に関連する関係法令を遵守していること。

(11)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有す者でないこと。

(12)新型コロナウイルス感染症の影響により利用者の減少が続いている中で、燃料費の高騰の影響に

より大きな負担が生じている市の公共交通を維持するため、公共交通事業者に対して盛岡市が

支給する公共交通維持支援金（令和４年度分）を受給しないこと。

(13)新型コロナウイルス感染症の状況下において、原油価格の高騰に直面している貸切観光バス

事業者に対して盛岡市が支給する燃料費支援金（令和４年度分）を受給しないこと。

(14)その他市長が適当でないと認める者でないこと。

(2) 盛岡市内に本社を有しており、原則として、表2別紙に掲げる産業中分類に該当する

業種を営む者。

(3)盛岡市内において、今後も事業を継続する意思があること。

(4)令和４年１月から６月までの任意の月の燃料費及び公共料金の合計額が、前年の同期間（以下

「基準期間」という。）と比較して2万5千円以上増加していることが認められること。

支給対象か否かの実影響額の判断基準は下記のイメージ図を参照。

期間 電気代の合計 ガス代の合計 灯油代の合計
軽油・ガソリン代

の合計
重油代の合計 合計

令和3年1月～6月経費 ¥200,000 ¥40,000 ¥20,000 ¥130,000 ・・・ ¥390,000

令和4年1月～6月経費 ¥2１0,000 ¥４5,000 ¥25,000 ¥１５0,000 ・・・ ¥４３0,000

基準期間内の
実影響額

¥１0,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥２0,000 ¥0 ¥４0,000(※1)

実影響額の合計(※１)が25,000円以上50,000円未満の場合は
一律２５,000円の支給となる為

支給額 ¥25,000

イメージ図 基準期間内の実影響額と支給額

令和4年度の該当経費から令和3年の該当経費を
減算した額が「実影響額」

経費として発生していない項目や令和3年と令和4年を比較し影響がない項目
（経費が変わらない・または経費が減った月など）については申告の必要はありません。
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表２ 日本標準産業分類①

※総務省「日本標準産業分類（平成21年3月23日告示第175号（平成25年10月改定）」より抜粋

産業大分類 産業中分類

Ａ（農業、林業） 01 農業
02 林業

Ｂ（漁業） 03 漁業（水産養殖業を除く）
04 水産養殖業

Ｃ（鉱業、採石業、砂利採取業） 05 鉱業、採石業、砂利採取業
Ｄ（建設業） 06 総合工事業

07 職別工事業（設備工事業を除く）
08 設備工事業

Ｅ（製造業） 09 食料品製造業
10 飲料・たばこ・飼料製造業
11 繊維工業
12 木材・木製品製造業（家具を除く）
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業
16 化学工業
17 石油製品・石炭製品製造業
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）
19 ゴム製品製造業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業
22 鉄鋼業
23 非鉄金属製造業
24 金属製品製造業
25 はん用機械器具製造業
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業
30 情報通信機械器具製造業
31 輸送用機械器具製造業
32 その他の製造業

Ｆ（電気・ガス・熱供給・水道業） 33 電気業
34 ガス業
35 熱供給業
36 水道業

Ｇ（情報通信業） 37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス
41 映像・音声・文字情報制作業

Ｈ（運輸業、郵便業） 42 鉄道業
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業
45 水運業
46 航空運輸業
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業（信書便事業を含む）
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表２ 日本標準産業分類②

※総務省「日本標準産業分類（平成21年3月23日告示第175号（平成25年10月改定）」より抜粋

産業大分類 産業中分類

Ｉ（卸売業、小売業） 50 各種商品卸売業
51 繊維・衣服等卸売業
52 飲食料品卸売業
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
54 機械器具卸売業
55 その他の卸売業
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
61 無店舗小売業

Ｊ（金融業、保険業） 62 銀行業
63 協同組織金融業
64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
65 金融商品取引業、商品先物取引業
66 補助的金融業等
67 保険業（保険媒介代理業、保健サービス業を含む）

Ｋ（不動産業、物品賃貸業） 68 不動産取引業
69 不動産賃貸業・管理業
70 物品賃貸業

Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業） 71 学術・開発研究機関
72 専門サービス業（他に分類されないもの）
73 広告業
74 技術サービス業（他に分類されないもの）

Ｍ（宿泊業、飲食サービス業） 75 宿泊業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業

Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業） 78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業
80 娯楽業

Ｏ（教育、学習支援業） 81 学校教育
82 その他の教育、学習支援業

Ｐ（医療、福祉） 83 医療業
84 保健衛生
85 社会保険・社会福祉・介護事業

Ｑ（複合サービス事業） 86 郵便局
87 協同組合（他に分類されないもの）

Ｒ（サービス業（他に分類されないもの）） 88 廃棄物処理業
89 自動車整備業
90 機械等修理業
91 職業紹介・労働者派遣業
92 その他の事業サービス業
93 政治・経済・文化団体
94 宗教
95 その他のサービス業
96 外国公務
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３ 支給額

支給区分／実影響額の合計 支給額

1 25,000円以上50,000円未満 25,000円

2 50,000円以上75,000円未満 50,000円

3 75,000円以上100,000円未満 75,000円

4 100,000円以上 100,000円

４ 受付期間

令和４年８月８日（月） ～ 10月７日（金） ※郵送の場合当日消印有効

５ 申請方法

特設サイトQRコード

申請方法について補足事項
①書類の受理から審査，支給までは「オンライン申請」で概ね４週間程度、「郵送申請」「ＦＡＸ申請」の
場合は５週間程度を要します。早めの支給を希望される場合は「オンライン申請」をお勧めします。

③書類の到着状況、審査状況支給時期に関する問い合わせはご遠慮ください。

令和４年１月から６月までの任意の月の事業活動に供した燃料費や電気料金の合計額が、前年の

同期間と比較した増加額に応じて給付金を支給します。

・本申請は【オンライン】【郵送】【ＦＡＸ】の以下に示す3つの方法で申請が可能です。

・郵送や申請後の処理の都合上、オンライン申請が最も早く給付が可能な申請方法です。

可能な限りオンラインでの申請に御協力下さい。

ア オンライン申請

特設ウェブサイト内の申請フォームより申請をお願い致します。

特設ウェブサイトアドレス https://morioka-enesapo.jp

※市公式ウェブサイトの広報ＩＤ10404３５のページにて

サイトをご案内しております。右のＱRコードからも接続可能です。

「オンライン申請手順」

①申請特設ウェブサイトにアクセス → ②申請フォームに必要事項を入力

→ ③提出書類を添付 → ④入力終了・申請
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※申請書類（様式第1号～第4号）を特設ウェブサイトよりダウンロード、又は

盛岡市関係施設(市役所本庁舎・都南総合支所・玉山総合事務所・その他支所）

にて受け取り記入。

出力またはスキャンした必要書類と併せて下記宛先までFAX願います。

もりおか企業エネルギーサポート給付金事務局 FAX019-681-7063

「FAXでの申請手順」

A ①申請特設ウェブサイトにアクセス → ②申請書式をダウンロードし出力

→ ③申請書式に必要事項を記載 → ④提出書類を添付 → ⑤送信・申請

Ｂ ①盛岡市関係施設で受け取り → ②申請書式に必要事項を記載

→ ③提出書類を添付 → ④送信・申請

・ＦＡＸする書類は【Ａ４】サイズでお願いいたします。

・不足書類を追加送信する場合には、送信表に「不足書類追加」等と明記し、申請社名

（申請個人名）、 住所、電話番号、法人の場合は担当者名に加え、 不足書類を徴求した

担当者名がわかる場合は，その担当者名を明記して郵送願います。

イ 郵送での申請

※申請書類（様式第1号～第4号）を特設ウェブサイトよりダウンロード、又は

盛岡市関係施設(市役所本庁舎・都南総合支所・玉山総合事務所・その他支所）

にて受け取り記入。必要書類を同封して下記宛先まで郵送願います。

〒020-8778 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎内

もりおか企業エネルギーサポート給付金事務局宛

「郵送での申請手順」

A ①申請特設ウェブサイトにアクセス → ②申請書式をダウンロードし出力

→ ③申請書式に必要事項を記載 → ④提出書類を添付 → ⑤投函・申請

Ｂ ①盛岡市関係施設で受け取り → ②申請書式に必要事項を記載

→ ③提出書類を添付 → ④投函・申請

・書類をコピーする場合は【Ａ４】サイズでお願いいたします。

・不足書類を追加郵送する場合には、送信封筒に「不足書類追加」等と明記し、申請社名

（申請個人名）、 住所、電話番号、法人の場合は担当者名に加え、 不足書類を徴求した

担当者名がわかる場合は，その担当者名を明記して郵送願います。

ウ FAXでの申請
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〒020-8778
岩手県盛岡市若園2-18 盛岡市役所若園町分庁舎内
もりおか企業エネルギーサポート給付金事務局 宛
ＴＥＬ ：０１９-６81-7061 FAX ：019-681-7063

・申請書類到着後、盛岡市・事務局にて申請内容を審査し、支給対象と認められる場合には

盛岡市から支給決定通知を送付。指定された口座へ給付金を支給します。

・書類の受理から審査，支給までは「オンライン申請」で概ね４週間程度、「郵送申請」「ＦＡＸ申請」の

場合は5週間程度の時間を要します。書類の到着状況、審査状況支給時期に関する問い合わせは

ご遠慮ください。

申請先

６ 審査・給付金の支給について
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７ オンライン申請 システム入力例

① 特設ウェブサイトへ移動

特設ウェブサイトアドレス

https://morioka-enesapo.jp/

特設サイト
QRコード

② 特設ウェブサイトより申請フォームへ移動するボタンをクリック

「申請はこちらから」
ボタンをクリック

（１） 申請フォームへ移動
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③申請フォームへ変遷

① 申請フォームトップページ下部にある「ログインして申請に進む」をクリック

【アカウント作成のメリット】

アカウントを作成いただくと、申請の一時保存ができるようになります。

※申請事項は複数ページに及びます。アカウント登録をすると申請途中で一時保存が可能です。

アカウントを制作しての申請を推奨します。

「ログインして申請に進む」
をクリックして先に進む

（２） アカウントの作成
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② ログイン画面

③ アカウント登録画面

仮登録
完了画面へ移動

「Grafferアカウントを作成する」
をクリックして先に進む

必要事項をすべて入力

「Grafferアカウントを登録する」
をクリックして先に進む

この画面が表示されたら仮登録完了です。
アカウント登録時に記載したアドレスの受信メールをご確認下さい。
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④ 本登録用メール

アカウントを登録する事によって申請途中で確認が必要になったり
ＷＥＢサイトを閲覧しようとして一度申請画面を閉じたい場合に「一時保存」が可能になります。

移 動

アカウント本登録完了
ログインして申請開始

受信メール記載のアドレスへ移動

登録したアカウント情報を入力

情報入力後
「Grafferアカウントでログイン」
をクリック

⑤ ログインして申請フォームへ進みます。
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① 同意画面

下部へ
フリック

②-1 【法人用】 申請者の情報

選択をすると該当する
入力フォームが出現

入力後、
「一時保存して、次へ進む」
をクリック

平日昼間に事務局と
連絡が取れる番号を記載

利用規約を読んだ上で
同意欄にチェックし申請に進む

「法人」を選択

申請者情報記入
※抜け漏れ不可

（３） オンライン申請手順
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②-2 【個人事業主・フリーランス用】 申請者の情報

選択をすると該当する
入力フォームが出現

入力後、
「一時保存して、次へ進む」
をクリック

平日昼間に事務局と
連絡が取れる電話番号を記載

「個人」を選択

申請者情報記入
※抜け漏れ不可

③ 中小企業要件情報 ④ 原油・物価高騰要件情報 ※確認欄
中小企業要件情報記入
※抜け漏れ不可

原油・物価高騰要件は「電気」、「ガス」、「灯油」、「重油」、
「軽油・ガソリン」と、それぞれにページが分かれています。
昨年と経費の差異がなく、申請しない項目であっても
「確認しました」には必ずチェックを入れてください。

入力後、
「一時保存して、次へ進む」
をクリック

「確認しました」にチェック後
該当項目の経費申告がある場合は追加する
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7 オンライン申請 システム入力例

⑤ 原油・物価高騰要件情報 ※経費申請-１

経費申請を行う月
（令和4年・3年共通）を入力

令和4年経費の根拠資料を添付
※添付資料詳細は次頁参照

令和3年の該当月の
経費を入力

令和3年経費の根拠資料を添付
※添付資料詳細は次頁参照

別の月の経費を
記載する場合は
「追加する」をクリック

令和4年の該当月の
経費を入力

必要事項と添付をすべて入力

別の月の経費を記載する場合は
追加するをクリック

入力した経費の各年の
合計金額が表示されます。

すべての月の経費を
入力したら
「一時保存して、次へ
進む」をクリック

⑥ 原油・物価高騰要件情報 ※経費申請-２

前ページと同じ手順で
「電気」、「ガス」、「灯油」、「重油」、「軽油・ガソリン」で
申請を進め、各項目最後に
「一時保存して、次へ進む」をクリック
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⑦ 給付金の振込先口座情報

必要事項を全て入力
必要書類を全て添付

金融機関コードが不明な場合
各金融機関のＨＰに
記載がありますのでご確認ください

振込口座通帳の表面を添付してください。
画像かPDFで添付してください。
（スマホの撮影画像も可）

振込口座通帳の表面を開いた直後のページを
見開きで添付してください。
画像かPDFで添付してください。
（スマホの撮影画像も可）

必要事項を全て入力し
必要書類を全て添付したら
「一時保存して、次へ進む」をクリック

振込先口座情報を「正確に」記載願います。下記について必ず提出前にご確認下さい。
Ｑ 振込先の銀行情報や普通・当座の記載に間違いはないか？
Ｑ 口座名義に間違いはないか？（略称で記載していないかなど）
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⑧ 法人役員名簿

記載内容を確認の上「確認しました」にチェック
役員名簿入力の為「追加する」をクリック

入力フォーム
が出現

役員情報を入力。「追加する」で最大8名まで入力

該当者の自宅住所
を記載願います。
※本社住所ではありません

全ての役員情報の入力が終わったら
「一時保存して、次へ進む」をクリック

⑨ 添付書類
「申請フォームにアップロードして
提出する」をチェックし
申請に必要となる添付書類を
全て添付してください。
※画像かPDFで添付してください。
（スマホの撮影画像も可）

必要書類の添付が終わったら
「一時保存して、次へ進む」をクリック

個人事業主・フリーランスの場合は本ページは入力の必要はありません。
「一時保存して、次へ進む」をクリックし次のページに進んでください。

メール送信により提出するをチェックし
「一時保存して、次へ進む」をクリック

添付書類は、申請完了後、事務局アドレス

info@morioka-enesapo.jp

宛てに
タイトルを 「申請社名：申請添付書類提出」
本文に
申請社名（申請個人名）、 住所、電話番号、
法人の場合は担当者名申請社名、連絡先
を記載の上、提出書類を添付して送信ください。
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⑩ 誓約事項

⑪ 同意事項

誓約事項の内容をお読みいただき
全ての「確認しました」にチェックをお願いします。
一つでもチェックがない場合は申請対象外となります。

全ての項目にチェックが終わったら
「一時保存して、次へ進む」をクリック

同意事項の内容をお読みいただき
全ての「確認しました」にチェックをお願いします。
一つでもチェックがない場合は申請対象外となります。

全ての項目にチェックが終わったら
「一時保存して、次へ進む」をクリック
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⑫ 給付金申請額 兼 請求額誓約事項

⑬ 申請内容の確認

記載内容画を確認し
「確認しました」にチェックをお願いします。

令和4年と令和3年における、全ての
申請経費の差額（増加額）

下部表１の算出式にあてはめて算出した額
が自動表示。この金額が支給額となります。

支給区分／実影響額の合計 支給額
1 25,000円以上50,000円未満 25,000円
2 50,000円以上75,000円未満 50,000円
3 75,000円以上100,000円未満 75,000円
4 100,000円以上 100,000円

表１ 申請額（給付額）算出表

全ての内容をご確認いただいた後
「一時保存して、次へ進む」をクリック

これまでフォームに入力した内容が
全て表示されます。
抜け漏れ、誤りがないか
再度ご自身でご確認下さい。

申請内容に齟齬が無ければ
「この内容で申請する」をクリック

申請完了
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８ 郵送・ＦＡＸ申請 申請書記入例

（１） 様式第１号 もりおか企業エネルギーサポート給付金支給申請書兼請求書



23

様式第１号記入例

申請者情報記入
※抜け漏れ不可

平日昼間に
事務局と連絡が
取れる番号を記載

様式第2号で算出した実影響額を
最下部表１の算出式にあてはめて算出した額を記載
この金額が支給額となります。

振込先口座情報を「正確に」記載願います。下記について必ず提出前にご確認下さい。
Ｑ 振込先の銀行情報や普通・当座の記載に間違いはないか？
Ｑ 口座名義に間違いはないか？（略称で記載していないかなど）

金融機関コードが
不明な場合
各金融機関のＨＰに
記載がありますので
ご確認ください。

支給区分／実影響額の合計 支給額
1 25,000円以上50,000円未満 25,000円
2 50,000円以上75,000円未満 50,000円
3 75,000円以上100,000円未満 75,000円
4 100,000円以上 100,000円

表１ 申請額（給付額）算出表

記載する際の注意点
①法人の場合は，確定申告書類や履歴事項全部証明書に記載のある所在地・法人名・代表者氏名を
記入し，個人事業主の場合は，確定申告書類に記載のある屋号および本人確認書類に記載のある
住所・代表者氏名をご記入ください。

申請日(記載日)
を記載

参考
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(２) 様式第2号 もりおか企業エネルギーサポート給付金支給要件確認書
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様式第２号記入例
抜け漏れがないよう記載願います。
業種については次頁からの参考資料を
ご確認ください。

令和4年の対象経費合計から令和3年の対象経費の合計を引いた金額を記載
この金額が物価高騰に伴う実影響金額となり、別紙申請額（支給額）算出表の算出式
によって申請額（支給額）算出の根拠になります。

記載する際の注意点
①中小企業要件等情報に記載する、「主たる業種」については、次頁からの参考資料、または総務省
ホームページからご確認ください。

②給付金の上限は10万円です。実影響額が10万円を超えていれば一律10万円の支給となります。
室影響額が10万円以上であればそれ以上記載していただく必要は御座いません。

令和3年
対象経費合計

領収書、請求書を根拠に
令和3年(前年)の
対象経費を記載

領収書、請求書を根拠に
令和4年(今年)の
該当経費を記載

令和４年
対象経費合計

物価高騰に伴う影響が
無かった月については
記載の必要なし

参考
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(3) 様式第3号 もりおか企業エネルギーサポート給付金誓約書兼同意書
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様式第３号記入例

誓約項目・同意項目を熟読の上
必ずすべてにチェックをお願いします。

記載する際の注意点
①本書式のすべての確認欄にチェックがない場合は給付金の支給が出来ません。
誓約項目、同意項目を熟読の上、必ず全てにチェックをお願いします。

申請日(記載日)
を記載

抜け漏れがないよう記載願います。

参考
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(４) 様式第４号 もりおか企業エネルギーサポート給付金法人役員名簿



29

様式第4号記入例

申請日(記載日)
を記載

抜け漏れがないよう記載願います。

該当者の自宅住所
を記載願います。
※本社住所ではありません。

生年月日は西暦にて
8桁の数字として記載願います。
※/や年月日の表記は不要

履歴事項全部証明書に記載の
ある全ての役員（監査役、社外
役員含む）を記載ください。

参考

個人事業主・フリーランスの場合は様式第4号の提出の必要はありません。



(5) 【法人用】 添付書類について

給付金を申請する為は前述の様式以外にも下記の必要書類を提出してください。
内容をご確認の上必要書類を手配し、様式と一緒にお送りください。

必ず提出が必要な物

① 直近の事業年度分の法人税確定申告書

→ 電子申告日時等記載のもの、税務署受領印押印のもの、受信通知を添付のもの

※上記がない場合には対応する事業年度分の納税証明書を添付すること。

② 直近の事業年度分の法人概況説明書

③ 履歴事項全部証明書

→ 申請日以前、3か月以内に取得した物。写し可。

④ 振込口座確認書類

→ 振込先通帳の写し、表面と見開き面（振込口座通帳の表面を開いた直後のページ）

様式第２号で記載した該当項目、該当期間のもののみ提出が必要な物

⑤ 令和4年1月から6月までの期間における公共料金（電気）の支出伝票

⑥ 令和3年1月から6月までの期間における公共料金（電気）の支出伝票

※ただし⑤と同月の物

⑦ 令和4年1月から6月までの期間における都市ガス又はプロパンガスの支出伝票

⑧ 令和３年１月から６月までの期間における都市ガス又はプロパンガスの支出伝票

※ただし⑦と同月の物

⑨ 令和４年１月から６月までの期間における灯油の支出伝票

⑩ 令和３年１月から６月までの期間における灯油の支出伝票

※ただし⑨と同月の物

⑪ 令和４年１月から６月までの期間における軽油又はガソリンの支出伝票

⑫ 令和３年１月から６月までの期間における軽油又はガソリンの支出伝票

※ただし⑪と同月の物

⑬ 令和４年１月から６月までの期間における重油の支出伝票

⑭ 令和３年１月から６月までの期間における重油の支出伝票

※ただし⑬と同月の物

⑮ 取引状況証明書類 (上記⑤～⑭の支払いが確認できる書類 ※通帳のコピーなど)

※ただし⑤～⑭の支出伝票の期日を包含するものに限る）

0

【支出伝票の定義】

取引業者から発行されたレシートや取引業者の社印や代表社印などが押印された領収書など

※ ただし⑮の書類上（通帳のコピーなど）で、請求書の内容と、支払相手先及び金額が一致している場合には

レシート、領収書の提出は不要とします。 30



(6) 【個人事業主・フリーランス用】 添付書類について

給付金を申請する為は前述の様式以外にも下記の必要書類を提出してください。
内容をご確認の上必要書類を手配し、様式と一緒にお送りください。

必ず提出が必要な物

① 令和3年分の所得税申告書又は市県民税申告書

→ 電子申告日時等記載のもの、税務署受領印押印のもの、受信通知を添付のもの

※上記がない場合には対応する事業年度分の納税証明書を添付すること。

② 令和3年分の青色申告決算書又は収支内訳書

③ 前出様式第4号の代わりに本人確認書類

→ 運転免許証、パスポート、健康保険証などの写し

④ 振込口座確認書類

→ 振込先通帳の写し、表面と見開き面（振込口座通帳の表面を開いた直後のページ）

様式第２号で記載した該当項目、該当期間のもののみ提出が必要な物

⑤ 令和4年1月から6月までの期間における公共料金（電気）の支出伝票

⑥ 令和3年1月から6月までの期間における公共料金（電気）の支出伝票

※ただし⑤と同月の物

⑦ 令和4年1月から6月までの期間における都市ガス又はプロパンガスの支出伝票

⑧ 令和３年１月から６月までの期間における都市ガス又はプロパンガスの支出伝票

※ただし⑦と同月の物

⑨ 令和４年１月から６月までの期間における灯油の支出伝票

⑩ 令和３年１月から６月までの期間における灯油の支出伝票

※ただし⑨と同月の物

⑪ 令和４年１月から６月までの期間における軽油又はガソリンの支出伝票

⑫ 令和３年１月から６月までの期間における軽油又はガソリンの支出伝票

※ただし⑪と同月の物

⑬ 令和４年１月から６月までの期間における重油の支出伝票

⑭ 令和３年１月から６月までの期間における重油の支出伝票

※ただし⑬と同月の物

⑮ 取引状況証明書類 (上記⑤～⑭の支払いが確認できる書類 ※通帳のコピーなど)

※ただし⑤～⑭の支出伝票の期日を包含するものに限る）

0

【支出伝票の定義】

取引業者から発行されたレシートや取引業者の社印や代表社印などが押印された領収書など

※ ただし⑮の書類上（通帳のコピーなど）で、請求書の内容と、支払相手先及び金額が一致している場合には

レシート、領収書の提出は不要とします。 31
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9 審査について

＜審査について＞
○書類の到着確認，審査状況，支払時期に関するお問い合わせは，ご遠慮ください。
※多くの事業者の方からの申請があることから、書類の到着段階では、個々の送付者（申請者）の

確認はしておりません。審査に入った段階で申請者および内容を確認し、不備等がある場合には，
別途連絡いたします。

※（悪天候などの理由により）発送書類の輸送状況等に関して、不安がある場合には、レターパック
など追跡手段のある方法で、ご郵送ください。

○売上額や申請額の計算ミスにより、申請額が大きく増減する場合はその旨を連絡いたしますが
端数の切り捨て間違いなどの少額の修正については、事務局内で修正を行い，決定通知を持っ
て代えさせていただきます。

※申請額が増える場合には、申請書の再提出が必要となります。

○審査が終了し、支払時期が確定した段階で決定通知をお送りします。
※通知が届かないことを防ぐため、住所については建物名・部屋番号等を正確に記入して下さい。

＜支給決定の取り消し ＞
○支給要件に該当しない方が申請内容の偽りなど不正な手段によって，本給付金の支給決定を

受けたことが判明したときは，支給決定を取り消し，すでに本給付金の支給を受けているとき
は，給付金の返還を命じます。

※本給付金の返還を命じた後に，指定の期日までに，本給付金に係る返還金の納付が確認でき
ない場合には，本給付金に係る返還金のほかに，盛岡市が，別に定める延滞金を
徴収します。

＜立入検査＞
○盛岡市及び盛岡企業エネルギーサポート給付金事務局は，予算執行の適正化を図るために，その
必要に応じて、申請内容について報告を求めるほか，職員による立入検査を行う場合があります。

＜追加調査・返還等＞
○一度，給付金を支給した後でも，必要に応じて申請内容の確認や書類の追加提出を求める場合

があります。また，計算違いによる過誤払いや不正な申請（書類の偽造，誓約事項の虚偽など）が
判明した場合は，返還を命じる場合があります。

○他の行政機関や商工団体から本申請に関する照会があった場合、情報の提供や申請書類を提出
する場合がありますのでご了承ください。

※また、申請内容に不明な点がある場合には、税理士や他の商工団体に直接連絡をして確認を行
うことがあります。

＜会計処理について＞
○会計処理に当たっては，給付金収入を他の収入と区別できるようにしてください。
○本給付金は課税対象となります。

１０ その他付帯事項



１１ よくあるお問合せ（ＦＡＱ）

＜対象事業者について＞

問い合わせ 回答

1 盛岡市内の店舗を経営しているが、申告上の所在
地が市外である場合には、対象となるか。

本事業においては、市内に本社（個人事業主・フ
リーランスの場合には、申告上の所在地）を有する
ことが条件となるため、対象外です。

2 NPO法人，医療法人，社会福祉法人等で資本金も
出資金も存在しない場合には，中小企業要件をど
のように判断するか。

資本金等が存在しない場合にあっては，常時使用
する従業員の数で判断します。

3 フリーランス（請負業など）で申告上，雑所得，給与
所得で申告している場合でも対象となるか。

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事
業活動からの収入であり、税務上、雑所得又は給
与所得の収入として扱われる収入である場合には、
対象となります。
※ただし、その全部又は一部について、事務局に
証拠書類等を提出することにより、事業活動によ
るものであることを証明する必要があります。

4 元請会社と業務委託契約を締結し、個人事業の運
送業を営んでいるが、事業を行うための燃料費及
び公共料金については、元請会社名義で支払いを
行っており、契約金額から当該燃料費及び公共料
金を差し引いた金額を契約料として、元請会社か
ら支払われている場合には、対象となるか。

事業を行うための燃料費及び公共料金について
は、個人事業主が本人名義で支払いを行っており、
申告上、当該燃料費及び公共料金を自らの事業に
供した経費として計上している場合に限り、対象
となります。

5 事務所として、複数人でワンフロアを借りており、
それぞれが、そこで個別に事業を営んでいるよう
な場合には、給付金を申請することは可能か。

それぞれの事業者が、個別に申告を行っており、
事業に供する経費として、燃料費及び公共料金を
計上している場合には、それぞれの負担分に応じ
て、申請することができます。

6 法人として飲食店を営んでいる代表者又は役員
が、個人事業主として不動産収入を得ている場合、
それぞれで申請することは可能か。

それぞれが個別に申告を行っており、要件を満た
す場合には、どちらも対象となります。
ただし、個人事業主が法人に対して、店舗を貸し
ており（大家店子関係）、当該個人事業主の収入が
当該法人からの賃料の支払のみであり、かつ、当
該個人事業主と当該法人の代表者又は役員が同
一人物である場合には、当該個人事業主の収入は、
役員報酬の一部であると考えられ、事業を行って
いるものと認められないため、対象外となります。

7 ひとつの店舗を二人で共同経営していて，申告は
売上・仕入・経費全て1/2とし，それぞれ確定申告
していたケースがあるがどのように扱えば良いか。

共同経営の形をとっていても，屋号としては１つ
である場合には，どちらか１人が申請者となりま
す。
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＜経費増加要件・増加額の確認について＞

問い合わせ 回答

１ 令和３年６月２日以降に創業したが、申請すること
は可能か。

６月分の燃料費及び公共料金について、令和３年
及び令和４年での比較が同期間となる場合には、
当該期間分の燃料費等について、算定対象として、
申請が可能です。

2 令和４年１月から６月までの期間の燃料費及び公
共料金の合計額を、前年の同期間と比較すると、
その増加額が２万５千円未満となるが、対象外と
なるか。

本事業においては、令和４年１月から６月までの任
意の月の燃料費及び公共料金の中から、対象とな
る経費を申請者が選択することができるため、前
年の同月と比較して減額となっている経費を除外
することにより、増加額が２万５千円以上となる場
合には、対象となります。

３ 令和３年は、２店舗で営業していたが、令和４年は
１店舗で営業している場合には、燃料費及び公共
料金の比較は、１店舗分のみで良いか。

継続している１店舗分のみの燃料費及び公共料金
での比較で差し支えありません。



もりおか企業エネルギーサポート給付金事務局

〒020-8778
盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎内
ＭＡＩＬ ：info@morioka-enesapo.jp
ＴＥＬ ：０１９-６81-7061
FAX ：019-681-7063
受付時間…平日９：００～１７：００
・令和4年8月8日(月)～9月2日(金)の期間は20:00まで受付を行います。
・受付時間外，土日祝日の問い合わせはご遠慮ください。
・感染症予防のため，窓口での長時間の相談はご遠慮いただいております。

特設サイトはコチラ！

１２ お問い合わせ先

＜申請書類等について＞

問い合わせ 回答

１ 確定申告を電子申告で行っている場合，収受印の
取扱については，どのようにすれば良いか。

税務署印のほか，申告書に電信申告日時等が記載
されているもの，受信通知があるものを対象とし
ます。それらが無い場合は，納税証明書により申
告の実態を確認します。

２ 年度途中で法人成りしている事業者については，
法人・個人どちらの添付書類が必要となるか。

申請日時点において法人であれば，法人の書類と
なりますが，確定申告書，燃料費等の支払伝票な
どの確認書類については比較する年月に応じたも
のを添付してください。

3 様式第４号の法人役員名簿には、役員等の自宅住
所や生年月日まで記載する必要があるのか。

本給付金事業においては、暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律に則り、岩手県警に対
して、事業者照会を行うこととしており、当該照会
を行うにあたっての必須記載事項となりますので、
ご記載願います。

4 燃料費及び公共料金の支払伝票について、発行日
や品目等の記載がないものでも、提出書類として、
受理してもらえるか。

燃料費及び公共料金の支払伝票については、実影
響額の確認書類であることから、発行月日、発行
事業者、支払名義（申請者）、金額、品目及び領収
印があるものを原則としますが、燃料費及び公共
料金の確認を行うために必要となる項目は、申請
者・申請内容により、異なることから、総合的に判
断した上で、受理・不受理を決定します。
具体的には、個別にお問合せください。

5 インターネットを利用した「登記情報提供サービ
ス」で取得した法人登記情報は，法人の添付書類
である履歴事項全部証明書に代えることは可能か。

様式第４号 法人役員名簿に記載の内容（届出住
所や代表者名など）を確認することが可能な情報
の記載がある書類であれば，代わりの書類をもち
いることができることとします。
具体的には個別にお問合せください。
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４ 自宅兼店舗（事務所）として、事業を営んでおり、
燃料費等について、自宅：店舗（事務所）＝１：１の
割合で按分し、申告を行っている場合には、どの
ように実影響額を算定すれば良いか。

令和３年及び令和４年の燃料費等については、い
ずれも自宅：店舗（事務所）＝１：１の割合で按分し、
実影響額の計算を行います。
※ただし、実影響額の確認書類となる燃料費等の
伝票に記載された金額との差異が生じるため、令
和３年度の申告書余白箇所に按分割合等を補記
するようお願いします。


